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地域農業構造転換支援事業（R7補正予算、R8当初予算）に係る要望調査のご案内

日頃より当市の農業振興にご尽力を賜り誠にありがとうございます。
さて、本事業は、先進的な農業経営の確立に意欲的な地域の担い手を対象に農業用機械を導入（機械の単純更新は対象外）する際を支援する事業です。（補正予算成立前の事前調査であり、今後内容が変更となる可能性があります）
今期も本事業が行われると予想されることから、下記の期間で要望調査（成果目標等聴き取り）をしますので、事業の実施を希望される方は、下記に記載の内容を十分に確認した上で必要書類等持参のうえ申し込み願います。
　なお、類似事業を過去に実施されている方については、設定目標の未到達や本事業との目標重複があると事業の取り組みが不可となります。事前要望調査であり本事業の申込ではございませんのでご留意願います。また、

記
１．事業概要(予定)
（１）地域農業構造転換支援事業
「地域計画の早期実現を図るため、農地引受力の向上を図る際に必要な
　①農業用機械・施設等の導入等・・・「購入※」
　②農業用機械のリース導入・・・「リース導入」
を行う助成対象者に対して、市町村が助成する事業」に要する経費を、国が都道府県を通じて補助するもの　です。
　〇補助率：「購入」　　　：3/10
　　　　　　「リース導入」：定額（リース物件購入価格（税抜き）3/7（上限））
　〇補助上限額：法人であるか否か問わず：1,500万円、市町村が認める者：100万円

２．条件
・名寄市人・農地プランに担い手として位置づけられている経営体
・様式６「配分基準表」において合計が地域農業構造転換支援事業　20ポイント以上
・様式４「成果目標項目」の必須目標「付加価値額の拡大」と選択目標から１つ以上、目標に掲げ令和９年度までに目標を達成できる見込みのある経営体
※上記のすべてに該当する経営体について、要望することが可能です。様式については名寄市のHPでご確認お願いいたします。（新着情報に、「地域農業構造転換支援事業の要望調査について」として掲載されています）

３．受付期間　　令和８年６月５日（金）～６月１５日（月）
要望する方は一緒に送付した事前要望調査票を記入いただき農務課窓口にお持ちください。
　　　　　　　　　　　　　　　

４．受付場所　　名寄市役所風連庁舎１階　農務課

５．その他
　・名寄市のHP（新着情報に、「地域農業構造転換支援事業の要望調査について」として掲載されています）をご覧いただき、ヒアリングまでに提出書類一式をご自身で事前にご記入のうえ、受付にお越し下さい。
　連絡先　名寄市役所経済部農務課農政係　01655-3-2511

